
令和２年４月２４日 

 

定時制課程保護者の皆様 

 

愛知県立古知野高等学校長 川合 貴也  

 

臨時休業期間の延長について 

 

陽春の候、保護者の皆様には、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、本日、愛知県教育委員会から各県立学校の臨時休業期間を５月３１日

（日）まで延長し、６月１日（月）に学校を再開する旨、通知（下記参照）が

ありました。 

ついては、現在、登校日の設定等について検討しております。決定次第、本校

のホームページ（定時制課程）にてお知らせします。 

 

記 

 

＜愛知県教育委員会からの通知（令和２年４月２４日：一部抜粋）＞ 

 

県立学校の臨時休業期間の延長について（通知） 

 

４月１６日に国の緊急事態宣言が全国に拡大されて以降も、依然として、国内及び県内

の感染者数は増え続けており、予断を許さない状況であることから、県立学校の臨時休業

期間を５月３１日（日）まで延長し、６月１日（月）に学校を再開することとします。 

ただし、今後の県内の感染状況等を踏まえ変更する場合があります。 

各学校においては、幼児児童生徒に周知するとともに、臨時休業中は、下記の点に留意

し、適切に対応してください。 

なお、円滑な学校再開に向けて、５月２１日（木）以降を学校再開準備期間とすること

を予定しており、その準備内容については、改めて通知します。 

 

記 

１ 原則として、登校日は設定しないこととするが、設定する場合には、必要最小限に留

めること 

２ 特別支援学校においては、真にやむを得ない児童生徒について、自主登校教室の設定

など児童生徒の安全な居場所を確保する体制を整え、保護者等との連携を密にして対

応すること 

３ 部活動や補習等は引き続き自粛すること 


